
日　時

場　所

内　容

　質疑応答

後藤

　（1）報告第1号　役員変更について→承認

　　①宇河ブロック

　　　1）理事　永島一顕氏（宇河ブロック長）　→　永嶋梢子さんに交代（永島一顕理事、仕事上の都合による理事退任）

　　　2）理事　枝俊男氏　→　小川澄恵さんに交代　（枝俊男理事の体調都合による理事退任）

　　　会則第11条2項に定める通り在任期間１年間の任期→会則第9条3項に基づき理事会推薦、総会にて承認要

　　④【情報部】阿久津瑞季情報部長

　　　5）大橋俊子顧問が日本パラスポーツ協会より「功労章」を授与される

　　②【事業部】川村博行事業部長

議事録作成：

　（5）議案第2号　令和7年度収支予算（案）について→承認

　　　・ブロックごとに分かれ、指導員顔合せ会（活動報告・計画および会計報告等）を実施。

　　①【収入】【支出】各項目説明

　　　　Q:「『30周年事業準備金』とあるが、これはいつのことなのか？」というご意見（塩谷・南那須ブロック：千葉氏）

4．その他（11；10～12：00）

　　　1）研修会、県外研修会等：指導員参加人数確認

　　⑤【各ブロックの活動状況】総会後のブロック別顔合わせ会にて報告

　（3）報告第3号　令和6年度決算報告について　会計担当：君島紀子理事より説明　会計監査担当：佐藤博美監事より監査報告

　（2）報告第2号　令和6年度事業報告について→承認

　　　1）Facebookでの情報発信：設立後33回の情報発信

　　①【事務局】【事業部】【研修部】【情報部】各種報告

令和7年度 栃木県パラスポーツ指導者協議会（TPSLC）定期総会・議事録

令和7年6月8日（日）　10：00 ～ 　11：05

司会進行：柿沼勝弘理事（安足ブロック）

1．会長挨拶：郡司原之会長挨拶

2．議長並びに書記選出　：　議長　新村一男さん（安足ブロック）、書記　後藤文栄さん（那須ブロック）を選出

　（4）議案第1号　令和7年度事業計画（案）について→承認

　　　　　　　　　　　　　　 栃木県障害者スポーツ協会認定パラスポーツ初級指導員4名、合計546名

　　　2）会議等への参加：日程報告

　　　4）機関紙発行：アシスト750部作成・配布

　　①【収入】1,369,970円（各項目説明）、【支出】728,051円（各項目説明）、【繰越金】641,919円

　　③【研修部】二十二洋子研修部長

　　今年東京でデフリンピックが開催されるなどパラスポーツが賑わいをみせている。共生社会のより一層の実現に向けて、

　　我々指導者は、その一助となるよう頑張っていきましょう。

　　　2）講師の派遣：指導員参加人数確認

　　　　 澁谷貢一会員が栃木県障害者スポーツ協会より「功労賞」を授与される

3．議事

　　　1）障害者スポーツ大会等への協力：指導員参加人数確認

　　　3）会員名簿管理：日本パラスポーツ協会公認スポーツ指導員/トレーナー542名（初級375名、中級152名、上級13名、トレーナー2名）、

　　　　Q:「『Facebookにて情報発信』とあったが、できない人はどうすればいいのか？」というご意見（下都賀ブロック：木下氏）

　　　　Q:「特別支援学校等スポーツ活動支援事業の『7月25日(日)26日(日)』とあるが､土曜日の間違いか？}というご意見

　　①【事務局】大木一弘理事

　　　2）日本パラスポーツ協会機関紙「No Limit」100号原稿作成

　　　3）会報「アシスト」19号の編集協力

　　　　「収入の部の『増減額』部分について表現がわかりにくい」というご意見（塩谷・南那須ブロック：千葉氏）

　　【事務局】大木一弘理事

　　　・会計監査より「帳簿伝票等を監査した結果、誤りなく会計処理されていることを認める」。

　　　1）理事会の開催：日程報告

とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター　2階　多目的室

　　司会より、本日の出席者数及び定足数：34名の報告。

　　　　　　→曜日の誤記載で、正しくは「土曜日」である（加藤理事）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(塩谷･南那須ブロック:千葉氏)

　　・第19条2項（2）及び第20条2項（2）：副を「２名」から「若干名」に変更

　　　　　　→平成14年設立のため、7年後に開催となる（郡司会長）。

　　　　Q:「事業の中で自分の参加したいところに参加できるようにしていただきたい」というご要望（下都賀ブロック：木下氏）

　　　　　　→主催者と検討し募集呼びかけ方法等を検討する。（郡司会長）。

　　②【各ブロックの活動計画】総会後のブロック別顔合わせ会にて報告

　　　　　　→他県では郵送での案内をほとんど行っていない。ホームページやFacebookを情報収集に活用していただきたい（郡司会長）。

　（6）議案第3号　会則改正（案）について→承認


